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（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理特集）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
～令和5年3月31日まで延長～

【母性健康管理措置とは】
●男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産

師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じ

ることが事業主に義務付けられています。

【新型コロナウイルス感染症に関する措置について】

●妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症へ

の感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指

導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

● 本措置の対象期間は、令和２年５月７日～令和５年３月31日です。
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指導の例：感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）

【新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理指導事項連絡カードの活
用方法】

【母性健康管理指導事項連絡カード】

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

職場における妊娠中の女性労働者等への
配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa
ge_11067.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html


② 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の助成金があります！

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠
中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場
環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業
主を助成します。

①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

【助成金の主な対象】
➀新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管
理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得で
きる有給の休暇制度を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせ
て労働者に周知した事業主であって、
③令和３年４月１日から令和５年３月31日までの
間に、当該休暇を合計して５日以上取得させたこ
と。
※①～③以外にも要件があります。

【助成内容】
１事業場につき１回限り １５万円
【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計５日に達した日の翌日から令和５年５月31日まで

雇用環境・均等室

②両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取
得支援コース）

【助成金の主な対象】
■令和２年５月７日から令和５年３月31日までの
期間で、①～③全ての条件を満たした事業主が対
象です。
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管
理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得で
きる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有
給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるもの
に限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせ
て労働者に周知した事業主であって、
③当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
【助成内容】
対象労働者１人当たり ２８．５万円
※１事業所あたり５人まで

【申請期間】
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計５日に達した日の翌日から令和５年５月31日まで


